
ＳＢＣ 調 査 報 告 書（事前・本申請）Ver.20230401 

建築主様名                  様【設計者様、代理者様、窓口ご来店者様によるご記入欄】 

指摘事項等 

連 絡 先 

貴社名・確認申請担当者様名 ＴＥＬ 指摘事項送付先ＦＡＸ 

代理者様   

窓口担当   

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ FAX 不可の場合 「                     ＠                    」 

※パソコンから受信可能なアドレスに限らせて頂きます。 

お支払方法 □現金 □振込  請求先：□代理者  □設計者  □施工者 

         □その他（                       ) 

★Ｈ30.5.15 

国住指第 452

号技術的助言 

代理者様への確認事項【建築確認手続きにおける建築士及び建築士事務所の関与の有無の確認について】 

「私（代理者）は建築士であるか又は確認申請書第二面に記載の建築士事務所に所属しており、本件確認申請に

は設計者欄の建築士、建築士事務所が関与していることは事実に相違ないことを誓約致します。」 

【都市計画法・宅造法等の手続き】   該当する許認可にチェックお願いします。 

該当する許認可にチェックお願いします。 □ 開発許可／ □ 検査済 ○制限解除（有・無） □ 建築許可（調整区域） □ 都市施設・区画整理：53条許可 

□ 宅造法許可 ／ □検査済 □ 中高層・まちづくり等条例協議 □ 急傾斜地法許可 

◆許可不要協議済みである場合、部署名（          課）・担当者（      氏）ご記入お願いします。 

課）担当者名（      氏）ご記入願います。 【建築基準法（建築基準条例）の手続き】   該当する許認可にチェックお願いします。 

道 路 □ ４３条第２項（接道許可） □ 条例の接道許可（旗竿など） □ （             ） 

敷 地 □ ５３条の２（最低敷地） □ ガケ条例等の但し書許可 □ （             ） 

             【その他関係規定等の手続き】   該当する手続きにチェックお願いします。 

適合判定 

関係規定 

□ 構造計算適合性判定 

（□申請中／□適合通知書あり） 

□  

□ 建築物省エネ法適合性判定 

（ □ＳＢＣ併願／ □他機関 ） 

□ バリアフリー法（条例適合等） 

□ 都市緑地法（緑化適合通知） 

【 S B C 処 理 欄 】☆引受審査時に担当者がチェックすること 

申請区分 □建築物（※5 階以下） ／ □昇降機（ □型式 ・□型式以外 ） ／ □小荷物専用昇降機 

□擁壁（□５ｍ以下・□～７ｍ）／ □広告塔 ／ □煙突（10ｍ以下） ／ □高架水槽・物見塔等（10ｍ以下） 

用途区分 □一戸建ての住宅 ／ □その他  

工事種別 

□新 築 ／ □同一棟の増築（※既存 1/2 加算） 

消防同意 □あり ／ □通知 □別棟の新築（※既存別棟加算） □改築 ⇒新築を適用 

 

計画変更 

 

□再審査を要する場合（1/2適用） □用途変更／ □用途変更＋増築／ □大規模修繕・模様替 

法適合 

明らか 

□ 特例または 500㎡以下 天空率 □道路（□1 本・□２以上）／ □北側斜線／ □隣地斜線 

□ 上記以外 EXP・J □あり 構造加算棟数（   棟） ⇒※事務へ申し送り要 

  □  構造計算 □200 ㎡以下 ／ □～500 ㎡以下 

擁 壁 □断面加算（   本・   断面） 構造適判 □1000 ㎡以下 ／ □～2000㎡以下 ／ □2000 ㎡超える 

特定天井 □仕様ルート／ □計算ルート ルート２ □1000 ㎡以下 ／ □～2000㎡以下 ／ □2000 ㎡超える 

避難安全 ☆加算額記入 □階避難（25％⇒           円）／□全館避難（40％⇒         円） 

◆他機関 □ 直前の確認検査が他機関又は建築主事である計画変更確認申請の場合は必ずここにチェック願います。 

フラット 

３５ 

□新省エネ基準（2023/4/1～） ／  □旧基準 □省エネ ／ □料金加算無（BELS・低炭・性能向上・長期） 

□バリア ／ □耐久可変 ／ □免震 ／ □耐震    □竣工後特例 

事務 意匠 構造 申請書（□正本・□副本・□消防(□正・□副)・☐構造図・☐構造計算書）・□委任状・□概要書・□工事届・ 

□浄化槽・□建築協定書(横浜)・□道路照会書(東京) ・□フラット 35 ・◇構造適判通知・◇省エネ適判通知 ㊞ ㊞ ㊞ 

消防 

様式 

同意 厚木 茅ヶ崎 鎌倉 藤沢 秦野 大和 横須賀  通知図面（案・配・平・立） 

通知 厚木 横須賀 鎌倉 藤沢 県土木管轄（箱根・足柄以外） 海老名 横須賀 二宮 葉山  
 


